
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
川
口
栄
町
３
丁
目
銀
座
地
区
市
街
地
再
開
発
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
三
丁
目
六
百
一
番
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

駐
輪
施
設
に
つ
い
て 

 
 

 

届
出
店
舗
は
駅
近
隣
の
商
業
施
設
で
あ
り
、
多
数
の
駐
輪
需
要
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
自

転
車
が
収
容
台
数
を
超
え
た
場
合
も
必
ず
敷
地
内
で
対
応
し
、
周
辺
道
路
上
に
駐
輪
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分
な
対
策
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
届
出
書
記
載
の
交
通
整

理
員
配
置
の
他
に
対
策
案
が
あ
れ
ば
ご
教
示
く
だ
さ
い
。
な
お
、
原
動
機
付
自
転
車
の
来

店
者
へ
の
対
応
も
併
せ
て
ご
教
示
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

届
出
店
舗
周
辺
は
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
で
す
。
道
路
上
に
と
ま
っ
て
い
る
自
転
車

等
は
撤
去
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
、
利
用
者
や
テ
ナ
ン
ト
等
へ

の
周
知
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

自
主
管
理
歩
道
出
入
口
設
置
の
た
め
の
Ｌ
型
側
溝
切
下
げ
は
、
車
両
進
入
が
な
い
よ
う

必
要
最
低
限
と
し
、
交
差
点
お
よ
び
停
止
線
か
ら
五
ｍ
以
内
の
箇
所
に
設
け
な
い
こ
と
。

ま
た
、
出
入
口
付
近
の
植
樹
は
、
視
距
が
確
保
で
き
る
よ
う
低
木
と
す
る
こ
と
。 

 

⑶ 

出
入
口
①
の
歩
道
上
縁
石
は
、
中
高
層
建
築
物
事
前
協
議
時
、
Ｏ
・
六
ｍ
の
幅
で
あ
っ

た
が
、
ど
の
よ
う
に
設
置
す
る
の
か
。
斜
型
ブ
ロ
ッ
ク
を
二
個
設
置
し
た
場
合
、
車
両
進

入
時
の
視
距
の
関
係
か
ら
見
え
な
い
部
分
が
多
い
た
め
、
ポ
ー
ル
で
の
対
応
が
良
い
。
詳

細
図
を
作
成
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


